
別紙

名称：

上記に関する質疑及び回答事項は下記の通りです。

番  号 箇所 質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疑 回　　　　　　　　　　　　答

1
仕様書別紙1　P6
6.エアハンドリン

グユニット

ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認
識でよろしいでしょうか。

仕様書別紙１に記載のとおり、年２回実施すること。
ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合に
は、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を
行うことがある。

2
仕様書別紙1　P7
7.ファンコイルユ

ニット

ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認
識でよろしいでしょうか。
汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届か
ない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があ
ります。

仕様書別紙１に記載のとおり、年２回実施すること。
ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合に
は、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を
行うことがある。

3
仕様書別紙1　P8
8.空冷ヒートポン

プパッケージ

ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認
識でよろしいでしょうか。
汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届か
ない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があ
ります。

仕様書別紙１に記載のとおり、年２回実施すること。
ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合に
は、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を
行うことがある。

4
仕様書別紙1　P9
9.空冷冷専パッ

ケージ

ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認
識でよろしいでしょうか。
汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届か
ない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があ
ります。

仕様書別紙１に記載のとおり、年２回実施すること。
ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合に
は、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を
行うことがある。

5

仕様書別紙1
P10

10.全熱交換ユニッ
ト

ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認
識でよろしいでしょうか。
汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届か
ない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があ
ります。

仕様書別紙１に記載のとおり、年２回実施すること。
ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合に
は、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を
行うことがある。

6
仕様書別表１　P3

11ファン

別紙１では、ベルト掛け以外の機種は1回/年と記載があります。別表１の
回数は全て2回/年と記載がありますが、ベルト掛け以外の機種は、別紙１
を優先でよろしいでしょうか。

認識のとおり。

以上

質　　疑　　応　　答　　書
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